
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．４４ ２００７年１０月０２日 

 

英国商標出願審査手続きの変更 

 

２００７年１０月１日より、英国特許庁は、先行商標の所有者による異議申立があった場合を除いて、

抵触する先行商標に基づいて新たな商標出願の登録を拒絶しないことになりました。 

英国特許庁は、審査手続きの一部として商標調査を継続して行い、抵触するとみなす先行出願又

は登録商標の詳細を情報の提供としてのみ出願人に送付します。新規出願の審査が完了次第、その

出願は３ヶ月間公告され、その期間に第三者は異議申立を行うことができます。出願公告と同時に英

国特許庁は、抵触する先行英国出願若しくは登録、又は英国を指定する国際登録（マドプロ）の所有

者に自動的に出願の公告及び異議申立期間に関して通知します。 

英国特許庁の調査で挙げられた抵触する欧州共同体商標（ＣＴＭ）又はＥＵを指定する国際登録の

所有者は、通知を受けるシステム（ＯＰＴ－ＩＮ）に申し込んだ場合のみ英国特許庁より通知を受けるこ

とができます。“ＯＰＴ－ＩＮ”申請の現地費用は１商標につき３年間で約１００ポンド（約￥２５，０００）で

す。 

 

従って、ＣＴＭ出願及び登録の所有者は通知を受けるシステムに加入するか検討する必要がありま

す。２００７年１０月２０日前に英国特許庁に加入の申請をして受理されれば、本システムの下で最初の

出願が公告される２００７年１０月２６日から通知期間が開始します。 

若しくは、ＯＰＴ－ＩＮの代わりに商標のウォッチングサービスを利用することもできます。 

商標ウォッチングはワールドワイドに又は国ごとに手配可能です。 
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